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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１リード部が突出するベッド部と、
　前記ベッド部の上面の一部に接合された半導体チップと、
　前記半導体チップの上面に接合されたコンタクト部と、
　前記コンタクト部に電気的に接続された第２リード部と、
　樹脂材料からなり、前記第１リード部の一部、前記ベッド部、前記半導体チップ、前記
コンタクト部、及び、前記第２リード部の一部を覆う封止部材と、
　前記ベッド部と前記半導体チップとの間に設けられたはんだ層と、
　を備え、
　前記ベッド部の前記上面における前記封止部材に覆われた領域には、前記半導体チップ
が接合された領域を囲む溝が形成され、
　前記はんだ層における前記溝の直上域には貫通部が形成されており、
　前記封止部材の一部は前記貫通部内に配置された半導体装置。
【請求項２】
　前記溝は、前記溝が延伸する方向に沿って分断されており、
　前記溝は、少なくとも、前記ベッド部の前記上面における前記半導体チップが接合され
た前記領域と前記第１リード部との間に形成されている請求項１記載の半導体装置。
【請求項３】
　前記溝は複数本形成されており、前記複数本の溝は、それぞれ、前記半導体チップが接
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合された前記領域を囲む請求項１または２に記載の半導体装置。
【請求項４】
　前記溝の内面は、前記ベッド部の前記上面における前記溝を除く領域よりも粗い請求項
１～３のいずれか１つに記載の半導体装置。
【請求項５】
　前記溝の内面には、前記ベッド部に含まれる金属の酸化膜が形成されている請求項１～
４のいずれか１つに記載の半導体装置。
【請求項６】
　前記溝内に設けられ、前記封止部材を形成する樹脂材料とは異なる樹脂材料によって形
成されたエンキャップ材をさらに備えた請求項１～５のいずれか１つに記載の半導体装置
。
【請求項７】
　銅を含むベッド部の表面を粗化する工程と、
　前記ベッド部の上面の一部に、はんだ層を介して半導体チップを接合する工程と、
　前記半導体チップの上面にコンタクト部を接合する工程と、
　前記ベッド部の前記上面における前記半導体チップが接合された領域の周囲に、緑色レ
ーザーを用いたレーザー加工により、前記はんだ層を介して溝を形成する工程と、
　樹脂材料により、前記ベッド部より延伸する第１リード部の一部、前記ベッド部、前記
半導体チップ、前記コンタクト部、及び、前記コンタクト部に電気的に接続された第２リ
ード部の一部を覆う封止部材を形成する工程と、
　を備えた半導体装置の製造方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　実施形態は、半導体装置及びその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、２枚のリードの間にはんだ層を介して半導体チップを接続し、半導体チップ
及びその周辺を樹脂材料で封止した半導体装置が製造されている。樹脂材料で封止するこ
とにより、半導体チップを外部環境から保護することができる。しかしながら、近年、半
導体装置の小型化に伴い、樹脂材料の表面から半導体チップまでの距離が短くなっており
、信頼性の低下が懸念されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１１－１４６９１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　実施形態の目的は、信頼性が高い半導体装置及びその製造方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　実施形態に係る半導体装置は、第１リード部が突出するベッド部と、前記ベッド部の上
面の一部に接合された半導体チップと、前記半導体チップの上面に接合されたコンタクト
部と、前記コンタクト部に電気的に接続された第２リード部と、樹脂材料からなり、前記
第１リード部の一部、前記ベッド部、前記半導体チップ、前記コンタクト部、及び、前記
第２リード部の一部を覆う封止部材と、前記ベッド部と前記半導体チップとの間に設けら
れたはんだ層と、を備える。前記ベッド部の前記上面における前記封止部材に覆われた領
域には、前記半導体チップが接合された領域を囲む溝が形成されている。前記はんだ層に
おける前記溝の直上域には貫通部が形成されており、前記封止部材の一部は前記貫通部内
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に配置されている。
【０００６】
　実施形態に係る半導体装置の製造方法は、銅を含むベッド部の表面を粗化する工程と、
前記ベッド部の上面の一部に、はんだ層を介して半導体チップを接合する工程と、前記半
導体チップの上面にコンタクト部を接合する工程と、前記ベッド部の前記上面における前
記半導体チップが接合された領域の周囲に、緑色レーザーを用いたレーザー加工により、
前記はんだ層を介して溝を形成する工程と、樹脂材料により、前記ベッド部より延伸する
第１リード部の一部、前記ベッド部、前記半導体チップ、前記コンタクト部、及び、前記
コンタクト部に電気的に接続された第２リード部の一部を覆う封止部材を形成する工程と
、を備える。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】（ａ）は第１の実施形態に係る半導体装置を示す平面図であり、（ｂ）はその断
面図であり、（ｃ）は（ｂ）の領域Ａを示す一部拡大断面図である。
【図２】第１の実施形態に係る半導体装置の製造方法を示すフローチャート図である。
【図３】第２の実施形態に係る半導体装置を示す平面図である。
【図４】（ａ）は第３の実施形態に係る半導体装置を示す平面図であり、（ｂ）はその一
部拡大断面図である。
【図５】第３の実施形態に係る半導体装置の製造方法を示すフローチャート図である。
【図６】（ａ）は、第４の実施形態に係る半導体装置を示す平面図であり、（ｂ）はその
断面図であり、（ｃ）は（ｂ）の領域Ａを示す一部拡大断面図である。
【図７】第４の実施形態に係る半導体装置の製造方法を示すフローチャート図である。
【図８】第５の実施形態に係る半導体装置の製造方法を示すフローチャート図である。
【図９】第６の実施形態に係る半導体装置の製造方法を示すフローチャート図である。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　（第１の実施形態）
　先ず、第１の実施形態について説明する。
　図１（ａ）は本実施形態に係る半導体装置を示す平面図であり、（ｂ）はその断面図で
あり、（ｃ）は（ｂ）の領域Ａを示す一部拡大断面図である。
【０００９】
　図１（ａ）～（ｃ）に示すように、本実施形態に係る半導体装置１においては、リード
１１が設けられている。リード１１においては、矩形のベッド部１２が１つ設けられてお
り、ベッド部１２から一方向に延出した複数本のリード部１３が設けられている。ベッド
部１２及びリード部１３は、金属材料、例えば銅（Ｃｕ）により、一体的に形成されてい
る。
【００１０】
　ベッド部１２の上面１２ａの中央領域には、半導体チップ１５が搭載されている。半導
体チップ１５は、はんだ層１６を介して、ベッド部１２に接合されている。半導体チップ
１５は、例えば、電力制御用のシリコンチップである。半導体チップ１５の下面にはドレ
インパッド部（図示せず）が設けられており、上面にはソースパッド部（図示せず）及び
ゲートパッド部２３が設けられている。
【００１１】
　また、半導体装置１においては、リード１８が設けられている。リード１８においては
、矩形のコンタクト部１９が１つ設けられており、コンタクト部１９から一方向に延出し
た複数本のリード部２０が設けられている。コンタクト部１９とリード部２０とは、はん
だ層２１によって接合されている。コンタクト部１９からリード部２０が延出する方向は
、ベッド部１２からリード部１３が延出する方向に対して逆方向である。コンタクト部１
９及びリード部２０は、金属材料、例えば銅により形成されている。リード１８のコンタ
クト部１９は、半導体チップ１５の上面１５ａの一部に、はんだ層２２を介して接合され
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ている。
【００１２】
　更に、半導体装置１においては、ゲートリード部２４が設けられている。ゲートリード
部２４の上面には、ワイヤ２５の一端が接合されている。ワイヤ２５の他端は、半導体チ
ップ１５の上面１５ａに設けられたゲートパッド部２３に接合されている。
【００１３】
　半導体装置１においては、樹脂材料からなる封止部材２７が設けられている。封止部材
２７は、リード１１のリード部１３の一部、ベッド部１２の全体、はんだ層１６の全体、
半導体チップ１５の全体、はんだ層２２の全体、リード１８のコンタクト部１９の全体、
リード部２０の一部、ワイヤ２５の全体、及び、ゲートリード部２４の一部を覆っている
。
【００１４】
　封止部材２７を形成する樹脂材料の母材には、例えば、ビフェニル系の樹脂材料又は多
芳香環レジンを用いることができる。また、例えば、硫黄又はアミン等のヘテロ系の密着
性付与材を添加することができる。更に、金属部材の粗化面や酸化銅に対して高い密着性
を持ち、且つ、吸水性が低い樹脂材料として、フィラーを８２％以上有する樹脂材料を用
いることができる。
【００１５】
　そして、リード１１のベッド部１２の上面１２ａには、半導体チップ１５が接合された
領域３０ｂを囲むように、例えば３本の溝２９が形成されている。３本の溝２９は、それ
ぞれ、半導体チップ１５が接合された領域３０ｂを囲んでいる。なお、溝２９の本数は３
本には限定されず、１本以上であればよい。また、図１（ｂ）においては、図示の便宜上
、２本の溝２９のみを示している。溝２９の内面２９ａは、ベッド部１２の上面１２ａに
おける溝２９を除く領域よりも粗い。溝２９の内面２９ａには、銅酸化膜２９ｂが形成さ
れている。溝２９内には、封止部材２７の一部が進入している。例えば、リード１１の厚
さは１５０μｍであり、溝２９の深さは１０μｍであり、溝２９の幅は２０μｍである。
【００１６】
　次に、本実施形態に係る半導体装置の製造方法について説明する。
　図２は、本実施形態に係る半導体装置の製造方法を示すフローチャート図である。
　以下、図１（ａ）～（ｃ）及び図２を参照して説明する。
【００１７】
　先ず、ステップＳ１に示すように、例えば、銅板をプレス加工することにより、リード
１１、コンタクト部１９、リード部２０及びゲートリード部２４（以下、総称して「リー
ドフレーム」という）を作製する。
　次に、ステップＳ２に示すように、リード１１及びコンタクト部１９の表面に対して、
粗化処理を施す。粗化処理は、例えば、酸性の薬液をリード１１及びコンタクト部１９に
接触させることによって行う。酸性の薬液には、例えば、過酸化水素水及び硫酸の混合液
を用いることができる。
【００１８】
　次に、ステップＳ３に示すように、緑色レーザーによるレーザー加工を行う。これによ
り、リード１１のベッド部１２の上面１２ａにおいて、半導体チップ１５が接合される予
定の領域を囲むように、例えば３本の溝２９を形成する。上方から見て、各溝２９の形状
は矩形の枠状である。このとき、溝２９の内面２９ａはレーザー光によって一旦溶融した
後凝固するため、粗くなる。この結果、溝２９の内面２９ａは上面１２ａにおける溝２９
を除く領域よりも粗くなる。また、リード１１を形成する銅が熱酸化されることにより、
溝２９の内面２９ａには、不可避的に銅酸化膜２９ｂが形成される。
【００１９】
　次に、ステップＳ４に示すように、リード１１のベッド部１２の上面１２ａにおける溝
２９によって囲まれた領域にはんだ層１６を形成する。はんだ層１６は、例えば、固形は
んだ、はんだペースト又は銀ペースト等によって形成する。次に、はんだ層１６上に半導
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体チップ１５を載置する。次に、半導体チップ１５の上面の一部にはんだ層２２を形成す
る。一方、リード部２０の上面の一部にはんだ層２１を形成する。次に、はんだ層２１上
及びはんだ層２２上にコンタクト部１９を載置する。
【００２０】
　次に、リード１１、はんだ層１６、半導体チップ１５、はんだ層２２、コンタクト部１
９、はんだ層２１及びリード部２０からなる構造体をリフロー炉に装入し、加熱してはん
だ層１６、２１及び２２を一旦溶融させて、その後、冷却して固化させる。これにより、
半導体チップ１５がはんだ層１６を介してリード１１に接合されると共に、はんだ層２２
を介してコンタクト部１９に接合される。また、コンタクト部１９がはんだ層２１を介し
てリード部２０に接合されて、リード１８が形成される。
　次に、ステップＳ５に示すように、ワイヤ２５を介して、半導体チップ１５のゲートパ
ッド部２３をゲートリード部２４に接続する。
【００２１】
　次に、ステップＳ６に示すように、液体状又は半固体状の樹脂材料によって半導体チッ
プ１５を覆う。このとき、樹脂材料は、半導体チップ１５の他に、はんだ層１６、リード
１１のベッド部１２、リード部１３におけるベッド部１２側の部分、はんだ層２２、コン
タクト部１９、はんだ層２１、リード部２０におけるコンタクト部１９側の部分、ワイヤ
２５、及び、ゲートリード部２４におけるリード１１側の部分を覆うように配置する。次
に、熱処理を行うことにより、樹脂材料を固化させる。これにより、封止部材２７が形成
される。
　このようにして、本実施形態に係る半導体装置１が製造される。
【００２２】
　次に、本実施形態の効果について説明する。
　本実施形態に係る半導体装置１においては、リード１１と封止部材２７との界面３０に
おいて、この界面３０が封止部材２７の表面に達している境界３０ａとリード１１におけ
る半導体チップ１５が接合されている領域３０ｂとの間に、溝２９が形成されている。こ
のため、界面３０における境界３０ａと領域３０ｂとの距離が長い。半導体装置１に印加
される熱応力等の熱的、機械的、化学的ストレスにより、リード１１と封止部材２７との
間に剥離が発生し、境界３０ａを起点として隙間が形成されても、境界３０ａと領域３０
ｂとの界面３０に沿った実効的な距離が長いため、この隙間が界面３０を伝わって領域３
０ｂまで到達しにくい。これにより、半導体装置１の信頼性を向上させることができる。
【００２３】
　なお、隙間が界面３０を伝わって領域３０ｂまで到達すると、半導体装置１の製造工程
において使用するフラックス及びめっき液等の薬液、並びに、外部環境に存在する水分等
が、隙間を伝達してはんだ層１６及び半導体チップ１５に到達し、はんだ層１６及び半導
体チップ１５を劣化させてしまう。例えば、半導体チップ１５の電極（図示せず）を腐食
させたり、リード１１から溶出した銅を半導体チップ１５の表面に析出させて電極間リー
クを発生させたりする。このため、半導体装置１の信頼性を確保するためには、できるだ
けリード１１及び１８と封止部材２７との間に隙間が発生しないようにすること、及び、
隙間が発生した場合でも、半導体チップ１５等まで到達しないようにすることが効果的で
ある。
【００２４】
　また、溝２９をレーザー加工により形成することにより、上方から見て、ベッド部１２
の外縁と半導体チップ１５との間の狭い領域に、溝２９を精密に形成することができる。
また、半導体装置１のサイズ、及び、リード１１の厚さに応じて、溝２９の幅及び深さを
高精度に制御することができる。
【００２５】
　更に、半導体装置１においては、リード１１の表面に粗化処理が施されているため、界
面３０における境界３０ａと領域３０ｂとの実効的な距離が長くなる。これによっても、
信頼性が向上する。同様に、リード１８の表面にも粗化処理が施されているため、リード
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１８と封止部材２７との界面３１の実効的な長さも長くなり、界面３１を伝わって水分が
進入することを抑制できる。
【００２６】
　更にまた、半導体装置１においては、溝２９内に封止部材２７の一部が配置されている
。このため、アンカー効果により、リード１１と封止部材２７との密着性が向上する。ま
た、リード１１及び１８の表面に粗化処理が施されているため、これによっても、アンカ
ー効果により、リード１１及び１８と封止部材２７との密着性が向上する。この結果、半
導体装置１の信頼性が向上する。
【００２７】
　更にまた、リード１１及び１８の表面に粗化処理が施されているため、リード１１と封
止部材２７との界面３０、又は、リード１８と封止部材２７との界面３１に沿って隙間が
形成され、この隙間内に水分が侵入した場合でも、水分の浸透圧が分散されて、水分が隙
間の奥に侵入しにくくなる。これによっても、半導体装置１の信頼性が向上する。
【００２８】
　更にまた、溝２９の内面２９ａに銅酸化膜２９ｂが形成されているため、封止部材２７
を形成する樹脂の種類によっては、リード１１と封止部材２７との密着性をより一層向上
させることができる。
【００２９】
　更にまた、本実施形態においては、封止部材２７を形成する樹脂材料の母材として、例
えば、ビフェニル系の樹脂材料又は多芳香環レジンを用いている。レーザー加工部や粗化
処理部は酸化しやすく、また密着面も粗化されているため、一般的なオルクレゾールノボ
ラックとフェノールノボラックからなるエポキシ樹脂では、粗化面への完全充填および金
属面との反応が難しい場合がある。これに対して、ビフェニル等の低粘度かつＯＨ基が多
いベースレジンを用いることにより、密着性を向上させることができる。また、低吸水タ
イプの多芳香環レジンを使用し、樹脂材料にフィラーを含有させることにより、銅の酸化
面との反応において、ミクロ的な水分の除去ポイントとなる。又は、ヘテロ系の密着性付
与材を化学結合させることにより、密着力をより一層向上させることができる。
【００３０】
　このように、本実施形態によれば、耐熱衝撃性、耐湿性及び耐薬品性が高く、信頼性が
高い半導体装置を実現することができる。
【００３１】
　（第２の実施形態）
　次に、第２の実施形態について説明する。
　図３は、本実施形態に係る半導体装置を示す平面図である。
【００３２】
　図３に示すように、本実施形態に係る半導体装置２においては、溝２９がその延伸方向
に沿って複数の部分に分断されている。但し、溝２９は、ベッド部１２の上面１２ａにお
けるリード部１３と領域３０ｂとの間には、必ず形成されている。
【００３３】
　本実施形態においては、溝２９が分断されていることにより、はんだ層１６が溝２９ま
で到達した場合に、溶融したはんだが毛細管現象により溝２９を伝わって、濡れ広がるこ
とを抑制できる。一般に、はんだは銅よりも樹脂材料に対する密着力が低いため、はんだ
の拡散を抑制することにより、密着性を確保することができる。一方、ベッド部１２の上
面１２ａにおけるリード部１３と領域３０ｂとの間には、溝２９が形成されているため、
リード部１３の表面と封止部材２７の表面とが接する境界３０ａから領域３０ｂに向かう
最短経路上には必ず溝２９が介在することになり、隙間の伝播を抑制することができる。
　本実施形態における上記以外の構成、製造方法及び効果は、前述の第１の実施形態と同
様である。
【００３４】
　（第３の実施形態）
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　次に、第３の実施形態について説明する。
　図４（ａ）は本実施形態に係る半導体装置を示す平面図であり、（ｂ）はその一部拡大
断面図である。
【００３５】
　図４（ａ）及び（ｂ）に示すように、本実施形態に係る半導体装置３においては、はん
だ層１６における溝２９の直上域に相当する部分に、貫通部１６ａが形成されている。貫
通部１６ａは溝２９に連通されている。そして、貫通部１６ａ及び溝２９内には、封止部
材２７の一部が配置されている。
【００３６】
　次に、本実施形態に係る半導体装置の製造方法について説明する。
　図５は、本実施形態に係る半導体装置の製造方法を示すフローチャート図である。
　図４（ａ）及び（ｂ）、図５に示すように、本実施形態においては、ステップＳ１に示
すように、リードフレーム（リード１１、コンタクト部１９、リード部２０、ゲートリー
ド部２４）を作製し、ステップＳ２に示すように、リード１１及びコンタクト部１９に対
して粗化処理を施す。
【００３７】
　次に、ステップＳ４に示すように、リード１１及び１８と半導体チップ１５を接合する
。このとき、はんだ層１６が溝２９を形成する予定の領域の一部まで流出するとする。次
に、ステップＳ５に示すように、ゲートリード部２４をワイヤ２５を介して半導体チップ
１５のゲートパッド部２３に接続する。
【００３８】
　次に、ステップＳ３に示すように、はんだ層１６上からレーザー加工を施す。これによ
り、はんだ層１６に貫通部１６ａが形成されると共に、リード１１のベッド部１２に溝２
９が形成される。溝２９は、図４に示すように、延伸方向に沿って分断してもよく、分断
しなくてもよい。
【００３９】
　次に、ステップＳ６に示すように、封止部材２７を形成する。このとき、貫通部１６ａ
内及び溝２９内にも封止部材２７の一部が配置される。このようにして、本実施形態に係
る半導体装置３が製造される。
【００４０】
　次に、本実施形態の効果について説明する。
　本実施形態においては、封止部材２７が貫通部１６ａ内及び溝２９内にも配置されてい
る。これにより、アンカー効果によって、リード１１及びはんだ層１６と封止部材２７と
の密着性が向上する。また、一般に、樹脂材料と銅との密着力は、樹脂材料とはんだとの
密着力よりも強い。このため、封止部材２７の一部を貫通部１６ａを介してベッド部１２
に接触させることにより、封止部材２７とリード１１との密着性がより一層向上する。
　本実施形態における上記以外の構成、製造方法及び効果は、前述の第１の実施形態と同
様である。
【００４１】
　（第４の実施形態）
　次に、第４の実施形態について説明する。
　図６（ａ）は、本実施形態に係る半導体装置を示す平面図であり、（ｂ）はその断面図
であり、（ｃ）は（ｂ）の領域Ａを示す一部拡大断面図である。
【００４２】
　図６（ａ）～（ｃ）に示すように、本実施形態に係る半導体装置４においては、溝２９
内及び溝２９上の一部に、エンキャップ材３５が設けられている。エンキャップ材３５に
おいては、溝２９内に配置された部分３５ａと、３本の溝２９上にわたって配置された半
球状の部分３５ｂとが設けられている。
【００４３】
　エンキャップ材３５は、封止部材２７を形成する樹脂材料とは異なる樹脂材料によって
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形成されており、例えば、リード１１及び封止部材２７の双方に対して良好な密着性をも
つ樹脂材料によって形成されており、例えば、応力が低い樹脂材料、又は、ＯＨ基が多く
金属との密着性が良好な樹脂材料によって形成されている。
【００４４】
　次に、本実施形態に係る半導体装置の製造方法について説明する。
　図７は、本実施形態に係る半導体装置の製造方法を示すフローチャート図である。
【００４５】
　図６（ａ）～（ｃ）及び図７に示すように、本実施形態においては、前述の第１の実施
形態と同様な方法により、ステップＳ１に示すリードフレームの作製、ステップＳ２に示
す粗化処理、ステップＳ３に示すレーザー加工を実施する。
【００４６】
　次に、ステップＳ７に示すように、液体状の樹脂材料を溝２９上に滴下して、溝２９に
沿って流通させる。その後、この樹脂材料を固化させる。これにより、溝２９内及び溝２
９上の一部に、エンキャップ材３５が形成される。
【００４７】
　次に、前述の第１の実施形態と同様な方法により、ステップＳ４に示すリード１１及び
１８と半導体チップ１５の接合、ステップＳ５に示す半導体チップ１５とゲートリード部
２４との接続、ステップＳ６に示す封止部材２７の形成を実施する。これにより、本実施
形態に係る半導体装置４が製造される。
【００４８】
　次に、本実施形態の効果について説明する。
　本実施形態によれば、ステップＳ７に示す工程において溝２９内にエンキャップ材３５
を埋め込んだ後、ステップＳ４に示す工程においてはんだ層１６を溶融させているため、
はんだが毛細管現象によって溝２９内を流動することを防止できる。
【００４９】
　また、リード１１及び封止部材２７の双方に対して良好な密着性をもつ樹脂材料によっ
てエンキャップ材３５を形成することにより、リード１１と封止部材２７がエンキャップ
材３５を介してより強固に結合される。この結果、リード１１と封止部材２７との間に隙
間が形成されにくくなり、半導体装置の信頼性がより向上する。
　本実施形態における上記以外の構成、製造方法及び効果は、前述の第１の実施形態と同
様である。
【００５０】
　（第５の実施形態）
　次に、第５の実施形態について説明する。
　図８は、本実施形態に係る半導体装置の製造方法を示すフローチャート図である。
【００５１】
　図８に示すように、本実施形態は、前述の第１の実施形態（図２参照）と比較して、レ
ーザー加工と粗化処理の順番が異なっている。すなわち、図８に示すように、本実施形態
においては、ステップＳ３に示すレーザー加工を行った後、ステップＳ２に示す粗化処理
を行う。これにより、レーザー加工によって生じた金属異物が、粗化処理において使用す
る薬液によって除去される。この結果、金属異物を介した電流のリーク等の不具合を防止
することができ、半導体装置の信頼性がより一層向上する。
【００５２】
　また、レーザー加工によって形成された銅酸化膜２９ｂが、粗化処理のための薬液処理
によって除去される。これにより、封止部材２７を形成する樹脂材料の種類によっては、
封止部材２７とリード１１との密着力が向上する。
【００５３】
　（第６の実施形態）
　次に、第６の実施形態について説明する。
　図９は、本実施形態に係る半導体装置の製造方法を示すフローチャート図である。
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【００５４】
　図９に示すように、本実施形態においては、前述の第５の実施形態と同様に、ステップ
Ｓ１、Ｓ３、Ｓ２、Ｓ４、Ｓ５に示す工程を実施した後、ステップＳ８に示すように、二
度目のレーザー処理を行う。このレーザー処理において、レーザーが照射された部分は、
例えば５００℃以上の温度に加熱される。このため、はんだペースト、銀ペースト、はん
だに添加する仮固定剤等から発生する残渣物を熱分解することができる。この結果、残渣
物に起因した密着性の低下を阻止できる。
　本実施形態における上記以外の構成、製造方法及び効果は、前述の第１の実施形態と同
様である。
【００５５】
　以上説明した実施形態によれば、信頼性が高い半導体装置及びその製造方法を実現する
ことができる。
【００５６】
　以上、本発明のいくつかの実施形態を説明したが、これらの実施形態は、例として提示
したものであり、発明の範囲を限定することは意図していない。これら新規な実施形態は
、その他の様々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、
種々の省略、置き換え、変更を行うことができる。これら実施形態やその変形は、発明の
範囲や要旨に含まれるとともに、特許請求の範囲に記載された発明及びその等価物の範囲
に含まれる。また、前述の実施形態は、相互に組み合わせて実施することもできる。
【符号の説明】
【００５７】
　１、２、３、４：半導体装置、１１：リード、１２：ベッド部、１２ａ：上面、１３：
リード部、１５：半導体チップ、１５ａ：上面、１６：はんだ層、１６ａ：貫通部、１８
：リード、１９：コンタクト部、２０：リード部、２１：はんだ層、２２：はんだ層、２
３：ゲートパッド部、２４：ゲートリード部、２５：ワイヤ、２７：封止部材、２９：溝
、２９ａ：内面、２９ｂ：銅酸化膜、３０：界面、３０ａ：境界、３０ｂ：領域、３１：
界面、３５：エンキャップ材、３５ａ、３５ｂ：部分、Ａ：領域
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